
南関町空家等除却促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空家等を起因として生ずる様々な問題の発生を抑制し、

空家等の除却後跡地を地域資源として有効活用することにより、町民等の

安全で安心な生活環境の確保及び地域の活性化に寄与することを目的と

し、空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付す

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 空家等 住宅、これに附属する工作物及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）であって、居住その他の使用がなされていな

いことが常態であるもので、かつ、今後も居住その他の用に供される見

込みがない住宅をいう。 

⑵ 老朽危険空家 空家等のうち、老朽化により倒壊するおそれのあるも

のをいう。 

⑶ 未登記 表題登記、所有権保存登記又は所有権移転登記が完了してい

ないものをいう。 

 （補助金の種類） 

第３条 この要綱における補助金の種類は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 空家等除却事業補助金 

 ⑵ 老朽危険空家等除却事業補助金 

（補助対象空家） 

第４条 空家等除却事業補助金の対象となる空家等は、次に掲げる要件のい

ずれにも該当するものとする。 

⑴ 本町の区域内に存するもの 

⑵ 国、地方公共団体又は法人（以下「法人等」という。）が所有するも

のでないもの 

⑶ 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの（当該権利者

全員の同意がある場合を除く。） 

⑷ 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの 

⑸ 空家等が譲渡契約（相続によるものを除く。）締結の日から起算して

１年以内であるもの 

⑹ 譲渡契約の相手方が３親等以内の親族ではないもの 

２ 老朽危険空家等除却事業補助金の対象となる空家等は、前項第１号から

第４号の規定に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの



とする。 

⑴ 次のアからエまでに掲げる住宅の区分に応じ、当該アからエまでに定

める様式による住宅の不良度判定基準の評定項目の評点の合計が 100

以上であるもの 

ア 住宅（鉄筋コンクリート造並びにコンクリートブロック造及び補強

コンクリートブロック造の住宅を除く。） 様式第１号 

イ アのうち外観目視により判定できる住宅 様式第２号 

ウ 鉄筋コンクリート造の住宅 様式第３号 

エ コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造の住宅

様式第４号 

⑵ 故意に破損されたものでないもの 

３ 前２項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めるものについては、

補助対象空家とすることができる。 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、本町の町税等に滞納がない者

とする。 

⑴ 補助対象空家の所有者として、登記記録（未登記の場合は、固定資産

課税台帳）に記録されている者又はその相続人。ただし、法人等を除く。 

⑵ 前号に規定する者から補助対象空家の除却について同意を得た者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対

象者としない。 

⑴ 所有者又はその相続人が南関町暴力団排除条例（平成 24年条例第１

号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団

員である者 

⑵ 補助対象空家が複数人の共有又は相続財産である場合において、当

該共有者全員又は相続人全員から補助対象空家の除却について同意を

得られない者 

⑶ 補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該

権利者全員から補助対象空家の除却について同意を得られない者 

⑷ 補助対象空家の除却について、法令等の規定による命令を受けてい

る者 

⑸ 補助対象空家の取得にあたり、町から補助金等の交付を受けた日か

ら起算し、５年以内の者 

⑹ 虚偽の申請をした者 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者 



（補助対象工事） 

第６条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する者と補助対象者とが契約を締結する補

助対象空家の除却工事とする。 

⑴ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）別表第１の下欄に掲げる土木工

事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受け

た者 

⑵ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104

号）第 21条第１項の登録を受けた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助

対象工事としない。 

⑴ 補助金の交付を決定する前に着手した工事 

⑵ 補助対象空家の一部を除却する工事 

⑶ 当該年度内に完了しない工事 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事 

（補助対象経費） 

第７条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象空家の除却に要する費用（家財道具、機械、車両等及び地下

埋設物（浄化槽等の設備を含む。）の処分に係るものを除く。）のうち消

費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に 10 分の８を乗じて得た額

とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領（昭和 53 年４月４日付け建設

省住整発第 14 号）に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費

のうちの除却工事費に 10分の８を乗じて得た額を限度とする。 

（補助金の額） 

第８条 空家等除却事業補助金の額は、補助対象経費に３分の２を乗じて得

た額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、

30万円を限度とする。 

２ 老朽危険空家等除却事業補助金の額は、補助対象経費に３分の２を乗じ

て得た額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とし、50万円を限度とする。 

（事前調査） 

第９条 第３条第２号による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、

補助金の交付の申請をする前に、空家等除却促進事業事前調査申込書（様

式第５号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、補助対象空家に該当

するか否かの調査を受けなければならない。 

⑴ 建物の登記事項証明書（未登記の場合は、固定資産課税台帳） 



⑵ 土地の登記事項証明書 

⑶ 補助対象空家の位置図 

⑷ 補助対象空家の現況写真 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、現地調査等を行い、

空家等除却促進事業事前調査結果通知書（様式第６号）により当該申込者

に結果を通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第 10 条 補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、空家等除却促進事

業補助金交付申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出

しなければならない。 

⑴ 事業実施計画書（様式第８号） 

⑵ 見積書の写し（内訳が記載されたものに限る。） 

⑶ 工事施工者の建設業の許可書の写し又は解体工事業の登録通知書の

写し 

⑷ 補助対象空家の平面図 

⑸ 法定相続情報一覧図（補助対象空家が相続財産である場合に限る。） 

⑹ 除却同意書（様式第９号。補助金交付申請者が所有者と異なる場合、

補助対象空家が複数人の共有又は相続財産である場合に限る。） 

⑺ 委任状（様式第 10 号。補助対象者から委任を受けた者が申請を行う

場合に限る。） 

⑻ 暴力団関係者でない旨の宣誓書（様式第 11号） 

⑼ 除却後の跡地の管理を行う旨の誓約書（様式第 12号） 

⑽ 補助対象者の町税等の未納がないことを証する書類 

⑾ 空家等除却促進事業事前調査結果通知書（第３条第２号に該当する場

合） 

⑿ 不動産譲渡契約書の写し（第３条第１号に該当する場合） 

⒀ 建物の登記事項証明書（未登記の場合は、固定資産課税台帳） 

⒁ 土地の登記事項証明書 

⒂ 補助対象空家の位置図 

⒃ 補助対象空家の現況写真 

⒄ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、前項第 11 号に規定する事前調査結果通知書

がある場合は、前項第 13 号から第 16 号に掲げる書類の添付を省略する

ことができるものとする。 

（補助金の交付決定） 



第 11 条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

の上、補助金の交付の可否を決定し、空家等除却促進事業補助金交付（不

交付）決定通知書（様式第 13 号）により当該申請者に通知するものとす

る。 

（事業着手届） 

第 12 条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補

助事業者」という。）は、補助対象工事に着手したときは、速やかに空家

等除却促進事業着手届（様式第 14 号）に次に掲げる書類を添えて、町長

に提出しなければならない。 

⑴ 補助対象工事に係る請負契約書の写し 

⑵ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10 条第１項の規定

による届出の写し（補助対象工事が同法第９条第１項に規定する対象建

設工事に該当するものに限る。） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（変更等の承認申請等） 

第 13 条 補助事業者は、補助対象工事の内容を変更し、中止し、又は廃止

しようとするときは、速やかに空家等除却促進事業変更等承認申請書（様

式第 15 号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場

合において、変更の場合にあっては次に掲げる書類を、中止又は廃止の場

合にあっては町長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

⑴ 変更後の工事見積書の写し（内訳が記載されたものに限る。） 

⑵ 工事施工者との変更契約書の写し 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

空家等除却促進事業変更等承認（不承認）通知書（様式第 16 号）により

当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 14 条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から１か月を経過する

日又は当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の２月末日

のいずれか早い日までに、空家等除却促進事業実績報告書（様式第 17号）

に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

⑴ 家屋滅失届出書（様式第 18号） 

⑵ 工事代金の支払を証明する書類等の写し 

⑶ 工事状況写真（工事内容及び施工後の状況が確認できるもの） 

⑷ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 12

条の３第１項に定める産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写し 



⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第 15 条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査

の上、交付すべき補助金の額を確定し、空家等除却促進事業補助金交付確

定通知書（様式第 19号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第 16 条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、

補助金の交付を受けようとするときは、速やかに空家等除却促進事業補助

金交付請求書（様式第 20号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の補助事業者から請求書の提出があったときは、その内容

を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第 17 条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付され

ている場合は、期限を定めて返還させることができる。 

⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑵ 補助金の交付の条件に違反したとき。 

⑶ 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、町長が特に適当でないと認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、空家

等除却促進事業補助金交付決定取消通知書（様式第 21 号）により当該補

助事業者に通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により既に交付した補助金の返還を命ずるときは、

空家等除却促進事業補助金返還通知書（様式第 22 号）により通知するも

のとする。 

（跡地の管理） 

第 18 条 補助事業者又は土地所有者は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生

じないように空家除却後の跡地の管理を適正に行わなければならない。 

（書類の保管等） 

第 19 条 補助事業者は、当該補助金の交付に係る関係書類一式を整備し、

当該補助金を交付した会計年度の翌年度から起算して５年間保管してお

かなければならない。 

２ 補助事業者は、町長の求めがあったときは、前項に規定する書類を提示

しなければならない。 

（その他） 

第 20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 



   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


